
た
ち
市
民
は
、
小
学
生
の
頃
か
ら
法

律
を
作
る
と
こ
ろ
が
立
法
府
だ
、
と

繰
り
返
し
教
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

今
日
、
わ
が
国
の
国
会
は
、
政
策
に
関
し
自
ら
法

律
を
発
案
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
種

の
発
案
は
政
府

、
、

が
行
っ
て
い
る
。
政
府
提
案
は
、

省
庁
の
担
当
者
の
も
と
で
原
案
が
検
討
さ
れ
る
。

原
案
は
、
関
係
省
庁
間
で
調
整
さ
れ
、
合
意
に
至

っ
た
段
階
で
閣
議
に
提
出
さ
れ
る
。
閣
議
で
も
全

閣
僚
一
致
で
Ｏ
Ｋ
さ
れ
、
政
府
案
に
な
る
。
国
会

は
、
政
府
案
を
�
追
認
�
す
る
だ
け
だ
。

こ
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
立

法
府
は
行
政
府
の

力
を
借
り
な
い
と

ほ
と
ん
ど
法
律
を

つ
く
れ
な
く
な
っ

て
い
る
。

行
政
府
は
、
立
法
府
の
機
能
を
呑
み
込
み
、
ま

す
ま
す
市
民
か
ら
離
れ
、
超
然
と
し
た
存
在
と
な

っ
て
い
く
。
ま
た
、
立
法
府
の
構
成
員
（
議
員
）

の
三
分
の
一
く
ら
い
が
、
行
政
府
出
身
の
元
役
人
。

役
人
に
不
都
合
な
法
律
は
で
き
な
い
わ
け
だ
。

一
方
、
行
政
府
は
、
原
案
づ
く
り
の
段
階
で
、

審
議
会
や
諮
問
機
関
な
ど
を
�
濫
設
�
す
る
。
そ

こ
で
は
、
自
分
ら
の
プ
ラ
ン
に
賛
成
し
そ
う
な
学

者
や
�
文
化
人
�
、
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
な
ど
が
動

員
さ
れ
る
。

ま
た
、
行
政
府
は
、
政
策
の
立
案
に
あ
た
っ
て

は
、
野
村
総
研
な
ど
、
民
間
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
を

活
用
す
る
こ
と
も
多
い
。
実
際
、
わ
が
国
の
シ
ン

ク
タ
ン
ク
は
、
行
政
の
下
請
け
で
生
き
て
い
る
ケ

ー
ス
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
と
り
ま
と
め
ら
れ
た

報
告
書
も
、
行
政
の
提
灯
持
ち
的
内
容
の
も
の
が

多
い
。

行
政
府
に
よ
る
立
法
機
能
の
呑
み
込
み
現
象

は
、
番
号
制
問
題
に
関
す
る
立
案
政
策
の
分
野
で

も
顕
著
だ
。
「
税
務
等
行
政
分
野
に
お
け
る
共
通

番
号
制
度
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
検
討
会
議
」
、

政
府
税
調
の
「
納
税
者
番
号
等
検
討
小
委
員
会
」
、

住
民
基
本
台
帳
番
号
（
出
生
番
号
）
の
導
入
の
検

討
を
行
っ
て
い
る
自
治
省
行
政
局
長
の
私
的
な

「
住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

等
に
関
す
る
研
究
会
」
な
ど
、
私
た
ち
市
民
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
役
人
独
占
の
仕
組
み
づ
く
り
は
続

く
。
し
か
も
、
私
た
ち
市
民
の
血
税
を
ふ
ん
だ
ん

に
使
っ
て
。

こ
ん
な
状
況
で
は
、
一
般
市
民
は
、
番
号
政
策

の
立
案
プ
ロ
セ
ス
に
容
易
に
は
参
加
で
き
な
い
。

し
か
し
、
腕
を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。

状
況
を
変
え
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
市
民
が
政

策
提
言
を
行
い
、
そ
れ
を
直
接
立
法
府
に
働
き
か

け
、
法
律
に
し
て
い
く
仕
組
み
を
つ
く
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
市
民
の
多
様
な
声
を
く
み
と

り
、
こ
れ
を
現
実
の
政
治
な
い
し
は
政
党
の
政
策

に
反
映
さ
せ
て
い
く
上
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が

大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
一
般
に
、
「
政
策

提
言
型
市
民
団
体
（）

」
な
い
し
は
「
社
会
活
動

団
体
（

）
」

と
い
わ
れ
る
団
体
で
あ
る
。

こ
れ
ら
政
策
提
言
型
市
民
団
体
は
、
た

ん
に
民
間
公
益
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
０
と
は
異
な
る
。
積
極
的
に

人
権
や
消
費
者
立
法
な
ど
を
推
進
し
て
い

る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
、
�
た
だ
反
対
�
の
、

い
わ
ゆ
る
�
政
策
反
対
団
体
�
が
主
流
を
占
め
て

い
る
。
政
策
提
言
型
市
民
団
体
は
少
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
。
市
民
団

体
は
、
政
策
提
言
型
に
衣
替
え
し
、
政
策
の
役
人

独
占
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
員
立
法

の
で
き
る
政
治
家
を
育
て
、
彼
ら
と
協
力
し
市
民

の
側
か
ら
の
政
策
を
提
言
し
、
法
律
に
し
て
い
く

努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
P
I
J
に

求
め
ら
れ
て
い
る
方
向
性
で
も
あ
る
。

代
表

石

村

耕

治
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(1)

・　
シ　
ン　
ポ　
・　
国　
民　
総　
背　
番　
号　
制　
導　
入　
プ　
ラ　
ン　
を　
検　
証　
す　
る　

・
他
人
事
で
な
い
イ
ギ
リ
ス
の
�
監
視
社
会
化
�

《

主

な

記

事

》

―
行
政
主
導
の
番
号
制
プ
ラ
ン
が
闊
歩
す
る
問
題
の
所
在
―
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(2)

治　
省　
が　
「　
共　
通　
番　
号　
」　
構　
想　
に　

関　
す　
る　
「　
中　
間　
報　
告　

．　
．　
．　
．　

」　
を　
発　
表　
し　

て　
か　
ら　
、　
ほ　
ぼ　
一　
年　
を　
経　
過　
し　

た　
。　
P
I
J
は　
、　
こ　
の　
一　
年　
C  
N  
N  
ニ　
ュ　
ー　

ズ　
を　
と　
お　
し　
て　
、　
こ　
の　
構　
想　
の　
問　
題　
点　
を　
強　

く　
指　
摘　
し　
て　
き　
た　
。　

自　
治　
省　
が　
考　
え　
る　
「　
共　
通　
番　
号　
制　
度　
」　
は　
、　

日　
本　
を　
、　「　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
社　
会　
化　
」　
し　
、　
プ　
ラ　

イ　
バ　
シ　
ー　
・　
ゼ　
ロ　
社　
会　
と　
す　
る　
、　
き　
わ　
め　
て　

危　
険　
な　
�　
構　
想　
�　
で　
あ　
る　
。　
そ　
し　
て　
そ　
の　

「　
構　
想　
作　
り　
」　
は　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
が　
何　
か　
も　

知　
ら　
な　
い　
、　「　
番　
号　
社　
会　
」　
を　
見　
た　
こ　
と　
も　
な　

い　
、　
役　
人　
と　
そ　
の　
手　
の　
内　
に　
あ　
る　
「　
学　
識　
経　

験　
者　
」　
に　
よ　
っ　
て　
す　
す　
め　
ら　
れ　
て　
い　
る　
。　

「
共
通
番
号
」
構
想
の
持
つ
問
題
点
を

も
う
一
度
点
検
し
、
私
た
ち
市
民
は
ど
の

よ
う
な
対
応
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
さ
ぐ

る
た
め
に
、
P
I
J
は
市
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
催
し
た
。

―
一
月
二
七
日
、
東
京
・
茅
場
町
の
鉄
鋼

会
館
で
、
P
I
J
主
催
『
自
治
省
、
国
税

庁
に
よ
る
国
民
総
背
番
号
制
導
入
プ
ラ
ン

を
検
証
す
る
』
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
一
〇

〇
名
余
の
市
民
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
。

以
下
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
あ
ら

ま
し
を
報
告
す
る
。

■

せ
ま
り
つ
つ
あ
る

国　
民　
総　
背　
番　
号　
に　
よ　
る　
超　
監　
視　
社　
会　

私
ど
も
P
I
J
は
、
C
N
N
ニ
ュ
ー
ズ

の
紙
面
で
、
日
本
が
着
実
に
『
監
視
社
会
』

へ
の
歩
み
を
す
す
め
て
い
る
と
指
摘
し
て

き
た
。
そ
し
て
こ
の
動
き
を
い
っ
そ
う
加

速
す
る
の
が
、
自
治
省
の
『
共
通
番
号
』

構
想
で
あ
る
と
い
え
る
。

国
民
の
体
に
入
れ
墨
！

か
つ
て
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
は
、
捕
虜
の

体
に
番
号
を
入
れ
墨
し
て
、
�
人
間
を
管

理
�
し
て
い
た
。
こ
の
歴
史
を
前
提
に
、

現
在
の
ド
イ
ツ
で
は
、
個
人
情
報
の
管
理

た
と
え
ば
学
生
証
に
も
、
番
号
は
使
わ
れ

て
い
な
い
。（
編
集
部
注

C
N
N
ニ
ュ
ー
ズ

５
号
七
頁
以
下
参
照
）

と
こ
ろ
が
、
い
ま
日
本
の
自
治
省
（
旧

内
務
省
）
の
役
人
は
、

全
国
民
の
体
に
「
番

号
を
入
れ
墨
す
る
」

の
と
同
じ
制
度
を

�
検
討
�
し
て
い

る
。
住
民
基
本
台
帳

を
も
と
に
国
民
に
付
番
す
る
、「
共
通
番
号
」

構
想
が
そ
れ
だ
。

共
通
番
号
は
タ
テ
割
行
政
に
最
適

こ
の
「
共
通
番
号
」
制
度
は
、
日
本
の

「
タ
テ
割
り
行
政
」
に
合
っ
た
番
号
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
。

国
税
庁
が
「
共
通
番
号
」
を
使
う
と
、

こ
の
「
番
号
」
は
、
政
府
税
調
の
考
え
る

「
納
税
者
番
号
制
」
に
最
適
な
シ
ス
テ
ム
と

な
る
。
警
察
庁
が
、
運
転
免
許
証
の
番
号

に
使
っ
て
も
、
効
率
よ
く
「
本
人
確
認
」

で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き

る
。
社
会
保
険
庁
が
、
福
祉
制
度
の
受
給

者
の
管
理
番
号
に
使
え
ば
、
や
は
り
、
福

祉
制
度
の
利
用
状
況
を
効
率
よ
く
「
監
視
」

で
き
る
。

外
務
省
所
管
の
「
パ
ス
ポ
ー
ト
番
号
」
、

文
部
省
所
管
の
「
学
生
証
番
号
」
や
国
立

病
院
の
「
患
者
番
号
」
等
々
も
、
同
じ
だ
。

「
共
通
番
号
」
は
、
国
民
管
理
の
基
礎
デ
ー

タ
と
な
る
「
住
民
基
本
台
帳
」
と
連
動
し

て
い
る
た
め
、
行
政
機
関
に
と
っ
て
は
、

き
わ
め
て
効
率
の
よ
い
「
管
理
シ
ス
テ
ム
」

の
イ
ン
フ
ラ
を
提
供
す
る
。

つ　
ま　
り　
、　
各　
省　
庁　
が　
「　
共　
通　
番　
号　
」　
を　
使　

え　
ば　
、　
一　
元　
的　
な　
「　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
」　
制　
度　
が　

作　
り　
上　
げ　
ら　
れ　
る　
こ　
と　
に　
な　
る　
。　

ま
さ
に
、
全
行
政
機
関
が
、
全
国
民
を

監
視
す
る
シ
ス
テ
ム
を
手
に
す
る
こ
と
に

な
る
。

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
あ
ら
ま
し
】

一
、
せ
ま
り
つ
つ
あ
る
国
民
総
背
番
号

制
に
よ
る
超
監
視
社
会

P
I
J
副
代
表
　

小
池
幸

造二
、
背
番
号
制
に
よ
る
監
視
社
会
と
は

P
I
J
代
表
　
　

石
村
耕

治三
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＆
パ
ネ
ラ
ー
（
発
言
順
）

・
い　
ま　
行　
政　
が　
め　
ざ　
し　
て　
い　
る　
共　
通　
番　
号　
と　
は　

P
I
J
運
営
委
員

辻
村
祥

造・
情
報
ハ
イ
ウ
エ
イ
構
想
の
落
と
し
穴

衆
議
院
議
員

河
村
た
か
し
氏

・
免
許
証
の
IC
カ
ー
ド
化
と
監
ク
ル
マ
社
会

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

小
谷
洋
之
氏

・
こ
こ
ま
で
き
た
住
民
監
視
シ
ス
テ
ム

自
治
労
荒
川
区
職
員
労
働
組
合

小
池
副
代
表

写
真
Ａ

市

民

シ

ン

ポ

報

告

自
治
省
、
国
税
庁
に
よ
る

国
民
総
背
番
号
制
導
入
プ
ラ
ン
を
検
証
す
る

市
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

96
･
1
･
27

P
I
J
主
催
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(3)

IC
カ
ー
ド
交
付
の
問
題
点

問
題
は
ま
だ
あ
る
。
自
治
省
の
「
共
通

番
号
」
構
想
で
は
、
全
住
民
に
「
IC
カ
ー

ド
」
を
持
た
せ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
住
民
カ
ー
ド
」
制
度
は
、
各
種

の
個
人
デ
ー
タ
の
「
記
録
」
と
読
み
出
し

に
使
う
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ー
ド
の
携
帯

の
義
務
化
↓
国
民
Ｉ
Ｄ
証
へ
の
布
石
、
に

す
す
む
可
能
性
が
あ
る
。

番
号
の
民
間
利
用
は
大
問
題

さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、
「
共
通
番
号
」

を
民
間
が
自
発
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
禁、

止
し
な
い

、
、
、
、

、
と
い
う
点
だ
。

膨
大
な
個
人
デ
ー
タ
を
行
政
機
関
が
独

自
に
収
集
・
蓄
積
す
る
よ
り
も
、
民
間
の

機
関
が
自
由
に
「
共
通
番
号
」
を
使
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
個
人
情
報
を
集
め
て
く
れ
た

方
が
、
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
。
一
方
で
、

そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
官
民
で
相
互
に
利
用

し
合
え
ば
、
よ
り
有
効
に
個
人
デ
ー
タ
を

使
え
る
わ
け
だ
。

そ
し
て
、
行
政
機
関
に
と
っ
て
市
民
の

嫌
悪
感
を
気
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
本
人

に
知
ら
せ
る
こ
と
も
な
く
、
デ
ー
タ
を
収

集
で
き
る
態
勢
が
整
う
こ
と
に
な
る
。

せ
ま
り
つ
つ
あ
る
�
監
視
社
会
�
、
そ

の
不
気
味
な
姿
は
、
自
治
省
の
「
共
通
番

号
」
構
想
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
な

っ
て
き
た
と
い
え
る
。

―　
は　
じ　
め　
に　
、　
石　
村　
代　
表　
は　
ス　
ラ　
イ　
ド　
を　
使　

い　
な　
が　
ら　
、　
ス　
ウ　
ェ　
ー　
デ　
ン　
な　
ど　
の　
、　「　
番　
号　

に　
よ　
る　
監　
視　
社　
会　
」　
の　
実　
状　
を　
、　
報　
告　
し　
た　
。　

続　
い　
て　
、　
わ　
が　
国　
で　
想　
定　
さ　
れ　
て　
い　
る　
『　
共　

通　
番　
号　
』　、　
つ　
ま　
り　
「　
国　
民　
総　
背　
番　
号　
」　
の　
問　

題　
点　
に　
つ　
い　
て　
解　
説　
に　
入　
っ　
た　
。　

■

背
番
号
制
に
よ
る
監
視
社
会
と
は

『
共
通
番
号
』
構
想
の
ポ
イ
ン
ト

ま
ず
、
自
治
省
の
『
共
通
番
号
』
構
想

の
ポ
イ
ン
ト
を
、
整
理
し
て
お
く
。

�

全
国
民
を
対
象
に
、
出
生
（
居
住
）

と　
同　
時　
に　
、　
生　
涯　
不　
変　
・　
一　
人　
一　
番　
号　
の　
一　

連　
番　
号　
を　
付　
け　
る　
。
�

住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
性
別
を
記
録
し
た
『
IC
カ
ー
ド
』

を
、
全
員
に
持
た
せ
、
本
人
確
認
に
使
用

す
る
。
�

共
通
番
号
は
、
民
間
が
自
発
的

に
（
自
由
に
）
利
用
し
て
よ
い
。

共
通
番
号
が
�
普
及
�
す
る
と

こ
の
共
通
番
号
が
�
普
及
�
す
る
と
ど

う
な
る
か
。
現
在
は
、
名
簿
業
者
な
ど
に

よ
り
『
住
民
基
本
台
帳
』
な
ど
か
ら
収
集

し
た
個
人
デ
ー
タ
が
、
�
紙
ま
た
は
磁
気

媒
体
�
で
販
売
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が

将
来
は
、
官
民
の
あ

ら
ゆ
る
機
関
が
、
各

種
の
個
人
デ
ー
タ
を

『
共
通
番
号
』
を
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
収
集
・
管
理
・
運
用
す

る
わ
け
だ
。
だ
か
ら
、
瞬
時
に
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
膨

大
な
個
人
デ
ー
タ
を
、
有
価
物
と
し
て
�

売
買
�
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
そ
う
な
れ
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

を
駆
使
し
て
、
よ
り
精
緻
な
デ
ー
タ
照
合
、

デ
ー
タ
・
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
が
、
簡
単

に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
日
本

中
が
、
官
民
に
よ
る
デ
ー
タ
監
視
の
網
の

目
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的

こ　
の　
よ　
う　
な　
�　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
社　
会　
化　
�　

を　
、　
わ　
た　
し　
た　
ち　
国　
民　
は　
ど　
う　
受　
け　
止　
め　
た　

ら　
よ　
い　
の　
か　
。　
こ　
の　
ま　
ま　
、　
甘　
ん　
じ　
て　
�　
デ　

ー　
タ　
監　
視　
社　
会　
化　
�　
を　
受　
け　
入　
れ　
な　
け　
れ　
ば　

な　
ら　
な　
い　
の　
か　
、　
本　
日　
は　
、　
そ　
れ　
を　
み　
な　
さ　

ん　
と　
い　
っ　
し　
ょ　
に　
考　
え　
て　
い　
き　
た　
い　
。　

―
続
い
て
石
村
代
表
は
、
一
九
九
三
年
の

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
の
研
究
調
査
結
果
を
も

と
に
、
「
住
民
基
本
台
帳
を
利
用
し
た
共
通

番
号
制
度
」
を
す
で
に
実
施
し
て
い
る
同

国
の
状
況
を
説
明
し
た
。
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
共
通
番
号
〔
Ｐ
Ｉ
Ｎ
〕
の
仕
組
み
と
共
通
番

号
の
利
用
状
況
、
共
通
番
号
制
の
問
題
点
、
デ

ー
タ
検
査
院
〔
Ｄ
Ｉ
Ｂ

共
通
番
号
の
利
用
を

監
視
す
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
〕
の
存
在
と
役
割
な

ど
に
つ
い
て
は
、
C
N
N
ニ
ュ
ー
ズ
３
号
六
頁

以
下
を
参
照
）

デ
ー
タ
監
視
先
進
国
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
こ
の
よ
う
な
、
�
国

民
監
視
制
度
�
を
導
入
し
た
背
景
に
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
特
殊
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

感
が
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
長
い
間
、
与
党

社
会
民
主
党
が
�
社
会
主
義
政
策
�
を
実

施
し
て
き
た
。
こ
の
政
策
に
基
づ
き
、
『
民

間
の
乱
用
を
防
ぐ
た
め
』
個
人
デ
ー
タ
も
、

�
社
会
主
義
的
管
理
、
国
家
に
よ
る
一
元

管
理
�
の
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
個
人
情

報
が
欲
し
け
れ
ば
国
家
が
販
売
す
る
と
い

う
発
想
が
生
ま
れ
た
わ
け
だ
。
こ
れ
が
実

は
、
西
欧
型
民
主
主
義
の
諸
国
か
ら
は
、

強
く
非
難
さ
れ
て
い
る
発
想
な
わ
け
だ
。

共
通
番
号
で
管
理
さ
れ
る
情
報

現　
在　
の　
自　
治　
省　
の　
『　
共　
通　
番　
号　
』　
構　
想　
で　

は　
、　
住　
所　
な　
ど　
の　
四　
つ　
の　
情　
報　
し　
か　
管　
理　
し　

な　
い　
こ　
と　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　
だ　
が　
、　
将　
来　
、　

ど　
の　
よ　
う　
な　
デ　
ー　
タ　
が　
収　
集　
さ　
れ　
、　
配　
布　
さ　

れ　
る　
か　
、　
わ　
か　
ら　
な　
い　
状　
況　
で　
あ　
る　
。　

早
晩
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
、
戸

籍
、
所
得
や
資
産
所
有
状
況
に
い
た
る
ま

で
、
記
録
さ
れ
販
売
さ
れ
な
い
と
い
う
保

証
は
な
い
。

―
続
い
て
、「
住
民
基
本
台
帳
制
度
の
な
い

国
」
で
の
、
�
番
号
�
に
よ
る
国
民
監
視

の
状
況
が
説
明
さ
れ
た
。
社
会
保
障
番
号

（
Ｓ
Ｓ
Ｎ
）
を
利
用
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
、

石
村
代
表 写

真
Ｂ

市

民

シ
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社
会
保
険
番
号
（
Ｓ
Ｉ
Ｎ
）
を
利
用
し
て

い
る
カ
ナ
ダ
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
両
国

は
、
事
実
上
の
「
共
通
番
号
（
国
民
総
背

番
号
）
」
と
し
て
、

Ｓ
Ｓ
Ｎ
あ
る
い
は
Ｓ

Ｉ
Ｎ
を
官
民
が
利
用
し
、
国
民
の
デ
ー
タ

監
視
を
実
施
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
は
番
号
を

本
人
の
申
請
に
よ
り
交
付

ア　
メ　
リ　
カ　
も　
カ　
ナ　
ダ　
も　
、　
制　
度　
上　
は　
、　
国　

民　
が　
自　
主　
的　
に　
申　
請　
し　
た　
場　
合　
に　
�　
番　
号　

（　
Ｓ　
Ｉ　
Ｎ　
、　
Ｓ　
Ｓ　
Ｎ　
）　
�　
が　
交　
付　
さ　
れ　
る　
。　

し
か
も
、
番
号
カ
ー
ド
は
、
発
行
も
、

携
帯
の
強
制
も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
自
治
省
構
想
で
は
番
号
も
強

制
的
に
付
番
さ
れ
、
カ
ー
ド
も
強
制
的
に

発
行
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
や
お
う
な
く

�
監
視
社
会
�
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
違
い
は
大
き
い
。

番
号
利
用
規
制
の
動
き

一
方
で
、
こ
の
両
国
は
、
日
本
よ
り
、

は
る
か
に
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
』
や

『
情
報
公
開
法
』
が
整
備
さ
れ
、
個
人
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
包
括
的
に
保
護
す
る
体
制

が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
不
十

分
だ
と
し
、
さ
ら
に
、
�
共
通
番
号
の
乱

用
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
�
と
い
う
動
き

が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
。（
C
N
N
ニ
ュ
ー

ズ
４
号
三
頁
以
下
参
照
）

―
さ
ら
に
、
自
治
省
が
構
想
し
て
い
る
よ

う
な
�
共
通
番
号
（
国
民
総
背
番
号
）
に

よ
る
監
視
国
家
�
政
策
を
、
拒
否
し
た
国

の
実
情
も
報
告
さ
れ
た
。

純
粋
な
納
税
者
番
号
制
度

を
採
用
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
民
は
、
政
府
・

役
人
の
、
国
民
総
背
番
号
と
し
て
利
用
さ

れ
る
共
通
番
号
構
想
を
拒
否
し
た
。
ま
た
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
『
カ
ー
ド
の
発
行
は

新
た
な
国
民
管
理
手
段
を
政
府
に
与
え
る
』

と
し
て
、
こ
れ
も
否
定
し
た
。

そ
の
結
果
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
『
税

務
に
利
用
範
囲
を
限
定
し
た
、
純
粋
な
納

税
者
番
号
制
』
を
導
入
し
た
。

税
務
限
定
番
号
で
は
い
け
な
い
の
か

課
税
の
公
平
た
め
に
�
番
号
�
が
必
要

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
日
本
で
は

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
型
の
、『
税
務
に
限
定
し

た
納
税
者
番
号
制
（
税
務
以
外
に
利
用
す

る
と
違
法
）』
で
は
い
け
な
い
の
か
。

は
じ
め
に
番
号
制
あ
り
き
の
日
本

日
本
が
、
民
間
で
の
自
発
的
利
用
（
事

実
上
の
自
由
利
用
）
を
禁
止
し
な
い
形
で

�
共
通
番
号
制
度
�
を
導
入
し
た
ら
、
ア

メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
二
の
舞
と
な
る
。
一

度
入
れ
た
ら
二
度
と
後
戻
り
は
で
き
な
く

な
る
。

と
こ
ろ
が
、『
番
号
制
度
を
導
入
し
た
国

の
デ
ー
タ
監
視
社
会
の
実
状
』
ど
こ
ろ
か
、

『
番
号
カ
ー
ド
』
の
実
物
を
見
た
こ
と
も
な

い
「
役
人
」
が
、
「
は
じ
め
に
番
号
制
あ
り

き
」、
役
人
が
決
め
た
ら
「
長
良
川
河
口
堰
」

の
よ
う
に
、
不
要
の
制
度
と
い
わ
れ
よ
う

と
も
強
行
す
る
、
そ
う
い
う
発
想
が
あ
る

こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。

■

各
パ
ネ
ラ
ー
の
発
言
か
ら
（
発
言
順
）

●

自
治
省
は
、
一
九
九
八
年
の

「
共
通
番
号
」
導
入
を
め
ざ
す

辻　
村　
P
I
J
運　
営　
員　
か　
ら　
、　
こ　
の　
シ　
ン　

ポ　
ジ　
ウ　
ム　
の　
数　
日　
前　

に　
お　
こ　
な　
わ　
れ　
た　
、　

石　
村　
代　
表　
ほ　
か　
数　
名　

の　
P
I
J
運　
営　
委　

員　
と　
自　
治　
省　
の　
「　
共　

通　
番　
号　
」　
担　
当　
者　
と　
の　
、　
会　
談　
の　
経　
過　
が　

報　
告　
さ　
れ　
た　
。　

会
談
の
席
上
、
自
治
省
側
は
「
住
民
番

号
（
共
通
番
号
）
制
度
は
『
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
目
指
す
』
の
が
本
来
の
趣
旨
」

と
説
明
し
た
。

ま
た
、「
現
在
の
審
議
内
容
は
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
い
か
に
扱
う
か
が
焦
点
」
と
も
。

し
か
し
、
そ
の
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
内
容
』
は
、
共
通
番
号
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
関
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
方
策
が
中

心
で
あ
り
、「
個
人
情
報
は
個
人
の
財
産
で

あ
る
」
と
の
観
点
か
ら
欧
米
な
み
の
「
個

人
情
報
保
護
制
度
」
を
つ
く
る
、
と
の
方

針
は
い
っ
さ
い
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
「
付
番
事
務
は
あ
く
ま
で
も
、

法
律
に
基
づ
く
『
地
方
公
共
団
体
の
固
有

の
行
政
事
務
』
で
あ
り
、
現
行
の
住
民
基

本
台
帳
事
務
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
三
月
末
の
共
通
番
号
制
に

関
す
る
�
最
終
報
告
�
を
受
け
、
一
年
を

か
け
て
法
律
化
の
作
業
を
す
す
め
る
。
早

け
れ
ば
一
九
九
七
年
（
平
成
九
年
）
の
通

常
国
会
に
上
程
し
、
法
案
の
成
立
を
は
か

る
」
と
の
、
方
針
も
明
確
に
さ
れ
た
。

●

情
報
ハ
イ
ウ
エ
イ
構
想
の
落
と
し
穴

―
河
村
た
か
し
氏
の
発
言
か
ら
―

た
だ
い
ま
、
辻
村
氏
か
ら
、
自
治
省
は

共
通
番
号
に
関
す
る
『
法
律
化
の
作
業
を

す
す
め
、
一
年
後
に
成
立
を
は
か
る
』
こ

と
を
考
え
て
い
る
と
、
報
告
さ
れ
た
。

し
か
し
、
み
な
さ
ん
に
、
こ
こ
で
よ
く

考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

国
会
は
唯
一
の
立
法
機
関
…
…

日
本
の
憲
法
に
は
『
国
会
は
唯
一
の
立

法
機
関
で
あ
る
』
と
書
か
れ
て
い
る
。
子

供
の
頃
か
ら
、
そ
う
教
わ
っ
て
き
た
わ
け

だ
。
つ
ま
り
、
「
議
員
が
法
律
を
作
る
」
は

ず
で
、
役
人
が
法
律
を
作
る
権
限
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
本

来
の
議
員
立
法
」
は
数
少
な
い
。
法
案
の

写
真
Ｃ

市

民
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ン
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九
九
％
が
、
「
政
府

提
案
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

今　
の　
制　
度　
で　
は　
、　

国　

会　

議　

員　

に　

は　

「　
法　
律　
を　
作　
る　
」　
財　

政　
的　
・　
人　
的　
な　
裏　

付　
け　
が　
用　
意　
さ　
れ　
て　
い　
な　
い　
。　
し　
か　
も　
、　
所　

属　
政　
党　
の　
承　
認　
が　
な　
け　
れ　
ば　
、　
つ　
ま　
り　
党　
の　

ハ　
ン　
コ　
が　
な　
け　
れ　
ば　
、　
い　
く　
ら　
い　
い　
法　
案　
で　

も　
提　
出　
で　
き　
な　
い　
。　
そ　
の　
結　
果　
「　
政　
府　
提　
出　

の　
法　
案　
」　
ば　
か　
り　
に　
な　
っ　
て　
し　
ま　
う　
。　

し
か
も
、
議
員
立
法
も
そ
の
「
法
案
提

出
者
」
は
、
提
案
し
た
議
員
本
人
で
は
な

く
党
首
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ア
メ
リ
カ
の

よ
う
に
、「
マ
ス
キ
ー
法
案
」
と
か
、
法
案

に
自
分
の
名
前
で
も
つ
け
ば
、
議
員
も
、

も
っ
と
は
り
き
る
ん
だ
が
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
法
案
提
出
者
に
な
る

に
は
「
ど
え
り
ゃ
ぁ
ー
苦
労
が
い
る
」
の

が
実
状
だ
。

番
号
化
社
会
の
カ
ゲ

さ
て
、
�
情
報
ハ
イ
ウ
エ
イ
構
想
の
落

と
し
穴
�
と
い
う
こ
と
だ
が
、
私
は
、
共

通
番
号
制
度
が
も
た
ら
す
「
番
号
化
社
会

の
カ
ゲ
」
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

日
本
の
行
政
の
発
想
は
「
い
ろ
い
ろ
面

倒
な
こ
と
を
い
わ
ず
に
、
共
通
番
号
を
使

っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
ン
フ
ラ
を
整

備
し
た
い
」、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

番
号
社
会
と
本
人
確
認

と　
こ　
ろ　
が　
、　
こ　
と　
は　
そ　
う　
簡　
単　
に　
は　
い　

か　
な　
い　
。　
こ　
れ　
か　
ら　
普　
及　
し　
て　
く　
る　
「　
電　

子　
社　
会　
」　
で　
の　
取　
引　
の　
決　
済　
に　
は　
、　
ク　
レ　

ジ　
ッ　
ト　
・　
カ　
ー　
ド　
に　
せ　
よ　
デ　
ィ　
ジ　
タ　
ル　
キ　

ャ　
ッ　
シ　
ュ　
に　
せ　
よ　
、　「　
本　
人　
確　
認　
（　
認　
証　
）　」　

を　
ど　
う　
す　
る　
か　
が　
不　
可　
欠　
の　
前　
提　
と　
な　
る　

わ　
け　
だ　
。　

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
分
の
相
手
が
本

当
に
取
り
引
き
し
た
い
人
間
本
人
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
。
な
に
し
ろ
、
全
部
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
中
で
や
ろ
う
と
い
う
の
だ
か

ら
、
直
接
、
相
手
の
顔
を
見
る
わ
け
で
は

な
い
。
安
心
し
て
「
取
引
」
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、「
何
ら
か
の
暗
号
化
さ
れ
た
番

号
を
使
っ
て
、
取
り
引
き
し
よ
う
」
と
い

う
考
え
が
で
て
く
る
。
こ
こ
で
、
少
し
ま

て
よ
と
、
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。

「
番
号
」
の
不
正
利
用
の
問
題
で
す
。

も
し
、
自
分
の
子
ど
も
が
、
自
分
（
親
）

の
番
号
を
使
っ
た
ら
、
親
は
責
任
を
と
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
こ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
く
と
、
番
号
化
社
会
は
、
子

ど
も
も
信
じ
ら
れ
な
い
社
会
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
…
…
。

番
号
化
社
会
は
人
間
不
信
の
社
会

結
局
、「
番
号
化
社
会
」
と
い
い
な
が
ら
、

「
番
号
」
だ
け
で
の
「
電
子
取
引
」
は
、
無

理
で
は
な
い
か
。
「
網
膜
パ
タ
ー
ン
」
や

「
電
子
化
さ
れ
た
顔
写
真
と
の
照
合
」
な
ど
、

次
々
と
、「
本
人
確
認
」
の
方
法
が
増
え
て

い
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
、「
番
号
化
社
会
」
と
い
う
の
は
、

ま
す
ま
す
「
監
視
社
会
」
と
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
自
分
の
番
号
が
不
正

に
使
わ
れ
て
い
な
い
か
と
、
常
に
ビ
ク
ビ

ク
し
な
が
ら
番
号
を
使
う
社
会
」。

す
な
わ
ち
、「
番
号
化
社
会
」
と
は
、
人

間
不
信
の
社
会
に
他
な
ら
な
い
わ
け
だ
。

個
人
情
報
保
護
の
法
案
づ
く
り
を

こ
う
い
っ
た
「
番
号
化
社
会
の
カ
ゲ
」

を
防
ぐ
た
め
に
は
、
実
際
に
「
番
号
の
不

必
要
な
使
用
か
ら
個
人
情
報
を
保
護
す
る
」

法
案
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。

そ　
の　
た　
め　
に　
は　
、　
役　
人　
の　
方　
針　
に　
た　
だ　
反　

対　
す　
る　
だ　
け　
で　
は　
だ　
め　
だ　
と　
思　
う　
。　
市　
民　
の　

み　
な　
さ　
ん　
が　
、　
こ　
う　
い　
う　
制　
度　
を　
、　
こ　
う　
い　

う　
法　
律　
を　
作　
る　
ん　
だ　
、　
あ　
る　
い　
は　
こ　
う　
い　
う　

法　
律　
を　
作　
れ　
と　
、　
わ　
た　
し　
ど　
も　
議　
員　
に　
は　
た　

ら　
き　
か　
け　
て　
ほ　
し　
い　
、　
そ　
う　
思　
う　
。　

●

免
許
証
の
IC
カ
ー
ド
化

と

監

ク

ル

マ

社

会

―
小
谷
洋
之
氏
の
発
言
か
ら
―

IC
カ
ー
ド
と
は
な
に
か

わ
た
し
は
、
免
許
証
を
通
じ
て
の
「
監

視
社
会
化
」
の
動
き
を
、
話
し
て
み
た
い

と
思
う
。
ま
ず
、
IC
カ
ー
ド
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
IC
カ
ー
ド

の
見
本
だ
。（
下
の
図
参
照
）

そ
れ
で
は
、
普

通
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
な
ど
、
従

来
の
「
磁
気
カ
ー

ド
」
と
の
違
い
は
、

何
か
。

ま
ず
、
書
き
込
め
る
デ
ー
タ
量
が
大
き

く
違
う
。「
磁
気
カ
ー
ド
」
で
は
、
記
憶
容

量
は
72
バ
イ
ト
で
漢
字
に
す
れ
ば
36
文
字

分
、
一
方
の
「
IC
カ
ー
ド
」
は
8
〜
32
キ

ロ
バ
イ
ト
（
新
聞
紙
１
面
分
か
ら
３
面
分
）

も
の
大
量
の
デ
ー
タ
を
書
き
込
む
こ
と
が

で
き
る
。

次
に
、「
磁
気
カ
ー
ド
」
は
偽
造
が
簡
単

だ
。「
IC
カ
ー
ド
」
の
方
は
そ
う
簡
単
に
は

偽
造
で
き
な
い
。

い
ち
ば
ん
の
違
い
は
、
「
磁
気
カ
ー
ド
」

は
暗
証
番
号
な
ど
の
デ
ー
タ
記
録
を
書
き

換
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
IC
カ
ー
ド
」

河
村
議
員写

真
Ｄ

小
谷
洋
之
氏

写
真
Ｅ

これがICカードだ！

写真Ｆ

市

民

シ

ン

ポ

報

告
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の
実
体
は
、
8
ビ
ッ
ト
の
Ｃ
Ｐ
Ｕ
を
内
蔵

し
た
パ
ソ
コ
ン
で
あ
る
。
単
に
デ
ー
タ
を

記
録
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
デ
ー
タ
を

加
工
す
る
こ
と
も
、
別
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

と
デ
ー
タ
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
も
簡
単

に
で
き
る
。

IC
カ
ー
ド
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
！

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
電
子
手
帳
や
フ

ァ
ミ
コ
ン
並
の
処
理
能
力
を
持
っ
た
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、「
IC
カ
ー
ド
」
は
「
磁
気
カ
ー

ド
」
の
欠
点
を
改
善
し
た
、
ま
っ
た
く
新

し
い
タ
イ
プ
の
「
大
量
の
情
報
を
多
用
途

に
処
理
す
る
能
力
を
も
つ
カ
ー
ド
」、
と
い

う
わ
け
だ
。（
C
N
N
ニ
ュ
ー
ズ
３
号
10
頁
以

下
参
照
）

こ　
の　
よ　
う　
な　
機　
能　
を　
持　
つ　
「　
IC
カ　
ー　
ド　
」　

は　
、　
自　
治　
省　
の　
「　
住　
民　
カ　
ー　
ド　
」　
に　
最　
適　
の　

ハ　
イ　
テ　
ク　
製　
品　
。　
現　
在　
す　
で　
に　
、　「　
IC
カ　
ー　
ド　
」　

は　
、　
日　
本　
中　
で　
一　
、　
〇　
〇　
〇　
万　
枚　
ほ　
ど　
発　
行　

さ　
れ　
て　
い　
る　
。　
た　
と　
え　
ば　
、　
出　
光　
石　
油　
の　

「　
マ　
イ　
ド　
・　
カ　
ー　
ド　
」　
が　
一　
番　
す　
す　
ん　
で　
い　
る　
。　

警
察
庁
の
IC
カ
ー
ド
構
想

と
こ
ろ
が
、
警
察
庁
も
、
こ
の
「
IC
カ

ー
ド
」
を
運
転
免
許
証
に
採
用
す
る
こ
と

を
考
え
て
い
る
。

警
察
庁
に
よ
れ
ば
、
IC
カ
ー
ド
化
に
よ

っ
て
、「
偽
造
防
止
、
運
転
免
許
事
務
・
交

通
警
察
行
政
事
務
の
効
率
化
」
が
は
か
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
現
在
の

運
転
免
許
証
で
も
、
偽
造
は
事
実
上
不
可

能
な
は
ず
だ
し
、
IC
カ
ー
ド
で
な
く
と
も

交
通
警
察
行
政
は
効
率
化
で
き
る
わ
け
だ
。

確
た
る
導
入
理
由
は
な
い
わ
け
だ
が
、

「
国
民
の
1.6
人
に
１
人
が
運
転
免
許
証
を
持

っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
、
こ
こ
で
意

味
を
持
っ
て
く
る
。

六
千
八
百
万
枚
の
IC
カ
ー
ド

自
治
省
の
「
住
民
カ
ー
ド
」
の
携
帯

（
し
か
も
、
事
実
上
の
強
制
）
に
は
、
市
民

の
間
に
「
違
和
感
」
あ
る
い
は
「
拒
否
反

応
」
が
で
る
と
思
う
。
し
か
し
、
運
転
免

許
証
の
IC
カ
ー
ド
な
ら
、
日
常
的
に
、
抵

抗
な
く
「
携
帯
」
す
る
の
で
は
な
い
か
。

現
在
で
も
、
ビ
デ
オ
を
借
り
る
と
き
、

図
書
館
で
本
を
借
り
る
と
き
、
運
転
免
許

証
を
「
気
軽
に
携
帯
＆
提
示
」
す
る
習
慣

が
あ
る
。

こ　
の　
延　
長　
で　
、　
ま　
ず　
、　
IC
カ　
ー　
ド　
化　
し　
た　

運　
転　
免　
許　
証　
な　
ら　
、　
国　
民　
の　
う　
ち　
六　
千　
八　
百　

万　
人　
に　
「　
I  C  
カ　
ー　
ド　
」　
携　
帯　
の　
習　
慣　
が　
つ　
く　

の　
で　
は　
な　
い　
か　
。　
そ　
う　
な　
れ　
ば　
、　「　
住　
民　
カ　

ー　
ド　
」　
の　
携　
帯　
に　
も　
「　
拒　
否　
感　
が　
な　
く　
な　
る　

の　
で　
は　
な　
い　
か　
、　
そ　
う　
い　
う　
隠　
れ　
た　
目　
的　
が　

あ　
る　
の　
で　
は　
な　
い　
だ　
ろ　
う　
か　
。　

し
か
し
、
そ
の
カ
ー
ド
は
今
ま
で
の
磁

気
カ
ー
ド
と
は
「
ケ
タ
違
い
の
処
理
能
力
」

を
持
ち
、
国
民
監
視
の
便
利
な
道
具
と
な

っ
て
い
る
。

福
祉
に
役
立
つ
と
い
う
け
れ
ど
…

と　
こ　
ろ　
で　
、　
住　
民　
に　
「　
IC
カ　
ー　
ド　
」　
を　
持　

た　
せ　
る　
際　
に　
行　
政　
が　
持　
ち　
出　
す　
最　
初　
の　
理　
由　

は　
、　「　
福　
祉　
に　
役　
立　
つ　
」　
と　
い　
う　
こ　
と　
だ　
。　

島
根
県
出
雲
市
の
「
い
ず
も
市
民
カ
ー

ド
」
も
、
最
初
は
「
老
人
に
カ
ー
ド
を
持

た
せ
れ
ば
、
事
故
の
際
に
も
血
液
型
や
連

絡
先
が
す
ぐ
分
か
る
か
ら
、
人
命
も
助
か

る
」、
と
説
明
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま

で
は
、
こ
の
「
市
民
カ
ー
ド
」
が
な
い
と
、

出
雲
市
で
は
生
活
で
き
な
い
状
況
に
な
っ

て
い
る
。

警
察
庁
も
、
免
許
証
に
「
血
液
型
」
を

書
き
込
む
こ
と
で
、「
事
故
の
際
の
人
命
救

助
に
有
益
」
と
説
明
し
て
い
る
。

免
許
証
か
ら
情
報
の
タ
レ
流
し

さ
ら
に
、
IC
カ
ー
ド
化
さ
れ
た
運
転
免

許
証
は
、
今
ま
で
ど
お
り
、
民
間
で
も
運

転
免
許
証
を
「
身
分
証
明
書
」
と
し
て
利

用
す
る
な
ど
、
民
間
で
も
大
い
に
便
利
に

使
え
る
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、
「
個
人
情
報
の
た
れ
流
し
」

を
、
認
め
た
よ
う
な
も
の
。
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
保
護
も
な
に
も
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

全
省
庁
が
IC
カ
ー
ド
を
発
行
？

「
IC
カ
ー
ド
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
出

雲
市
な
ど
の
「
市
民
カ
ー
ド
」
を
想
定
し

て
い
る
の
は
、
警
察
庁
や
、
自
治
省
だ
け

で
は
な
い
。

労
働
省
も
勤
労
者
に
、
健
康
管
理
カ
ー

ド
を
持
た
せ
る
方
針
と
い
う
か
ら
、
�
福

祉
を
入
り
口
�
に
、
全
国
民
に
さ
ま
ざ
ま

な
「
IC
カ
ー
ド
」
を
持
た
せ
る
行
政
側
の

構
想
が
、
着
々
と
進
ん
で
い
る
。

「
免
許
証
の
IC
カ
ー
ド
化
」
に
は
、
こ

の
よ
う
な
大
き
な
動
き
が
背
景
に
あ
る
こ

と
、
�
便
利
に
な
る
�
の
は
行
政
の
側
で

あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
を
見
極
め
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
。

●

こ
こ
ま
で
き
た
住
民
監
視
シ
ス
テ
ム

―
白
石

孝
氏
の
発
言
か
ら
―

私
は
、「
情
報
化
社
会
の
光
と
影
」
の
両

方
を
、
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

「
マ
ル
チ
メ
ヂ
ア
時
代
到
来
」
な
ど
と
、

「
光
の
部
分
」
だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
て

は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。

住
民
カ
ー
ド
の
現
状

住
民
監
視
シ
ス
テ
ム
（
住
民
カ
ー
ド
）

の
現
状
と
い
う
こ
と
だ
が
、
野
村
総
研
や

Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
Ｍ
Ｉ
Ｓ

（
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
）
研
究
会
が
、
自
治
省
の
研
究
委
託

を
う
け
て
、「
住
民
カ
ー
ド
」
を
中
心
に
し

た
、
自
治
体
間
の
「
住
民
デ
ー
タ
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
（
オ

ン
ラ
イ
ン
化
）
」
を

提
唱
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、

岡
山
市
な
ど
五
つ

の
自
治
体
で
、
一

市

民

シ

ン

ポ

報

告

白
石
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九
九
六
年
秋
か
ら
自
治
省
の
「
IC
カ
ー

ド
・
モ
デ
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
が
稼
働
す
る

予
定
だ
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、「
IC
カ
ー
ド
に
五
分

野
の
情
報
を
記
録
し
、
住
民
に
携
帯
さ
せ
、

自
治
体
や
病
院
の
窓
口
で
利
用
」
し
よ
う

と
い
う
も
の
だ
。

「
五
分
野
の
情
報
」
と
は
、
住
所
・
氏

名
、
生
年
月
日
、
性
別
の
「
住
民
基
本
情

報
」、
国
保
・
国
民
年
金
の
「
保
険
情
報
」、

血
液
型
、
緊
急
連
絡
先
、
既
往
症
な
ど
の

「
緊
急
情
報
」
、
健
診
履
歴
な
ど
の
「
保
健

情
報
」
、
介
護
記
録
な
ど
の
「
福
祉
情
報
」

で
あ
る
。

た
だ
し
、「
す
べ
て
の
医
療
情
報
」
の
記

録
は
、
先
送
り
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、

「
個
人
情
報
保
護
へ
の
不
安
」、「
医
師
の
側

が
�
医
療
デ
ー
タ
共
有
�
に
抵
抗
」
し
た

た
め
だ
。

こ
の
「
IC
カ
ー
ド
」
の
使
い
途
は
、
身

分
証
明
書
、
印
鑑
証
明
な
ど
の
各
種
証
明

書
の
自
動
発
行
、
交
通
事
故
な
ど
の
際
の

救
急
医
療
な
ど
に
活
用
す
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

IC
カ
ー
ド
発
行
自
治
体
は

増
加
の
一
途
―
自
治
省
の
政
策
―

現
在
、
こ
の
種
の
「
IC
カ
ー
ド
」
は
、

全
国
で
、
出
雲
市
、
東
京
都
三
鷹
市
、
兵

庫
県
姫
路
市
な
ど
20
を
超
え
る
自
治
体
で

実
施
さ
れ
て
い
る
。

実
施
す
る
自
治
体
は
、
さ
ら
に
ふ
え
て

い
る
。
自
治
省
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
構
想
で
は
、
全
国
の
自
治
体

へ
、
こ
の
「
IC
カ
ー
ド
」
を
導
入
す
る
と

し
て
い
る
。

そ
の
「
理
由
」
は
、
『
こ
の
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
た
自
治
体
で
あ
れ
ば
他
地
域
の
住

民
も
、「
IC
カ
ー
ド
」
を
利
用
し
て
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
る
』
の
で
、
便
利
だ
か
ら

と
い
う
わ
け
だ
。
さ
ら
に
、「
窓
口
事
務
の

効
率
化
（
タ
ラ
イ
回
し
、
お
役
所
仕
事
の

解
消
）」
が
は
か
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
サ
ー
ビ
ス
向
上
」

措
置
は
、
別
に
、「
IC
カ
ー
ド
」
を
導
入
し

な
く
と
も
、「
い
ま
で
も
す
ぐ
に
実
施
で
き

る
」
は
ず
だ
。

オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
例
廃
止
論
！

自　
治　
省　
は　
、　「　
IC
カ　
ー　
ド　
」　
と　
あ　
わ　
せ　
て　
、　

「　
全　
国　
オ　
ン　
ラ　
イ　
ン　
化　
に　
よ　
る　
住　
民　
デ　
ー　
タ　

利　
用　
の　
効　
率　
化　
」　
を　
め　
ざ　
す　
と　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

と　
こ　
ろ　
が　
、　
こ　
の　
オ　
ン　
ラ　
イ　
ン　
化　
導　
入　
の　
ネ　

ッ　
ク　
と　
な　
っ　
て　
い　
る　
制　
度　
が　
あ　
る　
。　

そ
れ
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
例
」
で

あ
る
。
全
国
三
、　
〇　
〇
〇
自
治
体
の
う
ち

九
〇
〇
の
自
治
体
が
、
「
個
人
情
報
保
護
条

例
」
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
七
〇

〇
程
の
自
治
体
が
「
他
の
自
治
体
等
と
の

間
の
個
人
情
報
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」
を
禁

止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
治
省
は
、
九

五
年
五
月
に
全
国
の
都
道
府
県
知
事
宛
に
、

「
行
政
の
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
指
針
に

つ
い
て
」
の
通
達
を
出
し
た
。

こ　
の　
通　
達　
は　
、　「　
オ　
ン　
ラ　
イ　
ン　
禁　
止　
条　
例　
を　

な　
く　
す　
よ　
う　
に　

、　
、　
、　
、　
、　
、　

」　
指　
導　
、　
さ　
ら　
に　
、　「　
全　
国　
の　

郵　
便　
局　
や　
コ　
ン　
ビ　
ニ　
ス　
ト　
ア　
に　
、　
端　
末　
を　
置　

き　
『　
住　
民　
情　
報　
』　
を　
引　
き　
出　
せ　
る　
よ　
う　
な　
シ　

ス　
テ　
ム　
を　
作　
る　
」　
よ　
う　
指　
導　
し　
て　
い　
る　
。　

自
治
省
は
個
人
情
報
保
護
へ
の

配
慮
や
措
置
な
ど
、
念
頭
に
な
い

以
上
の
自
治
省
の
構
想
を
ま
と
め
る
と
、

一
見
、
耳
ざ
わ
り
の
よ
い
「
便
利
が
一
番
」

の
発
想
だ
け
し
か
な
い
。
個
人
情
報
保
護

へ
の
配
慮
や
措
置
は
、
念
頭
に
な
い
。「
個

人
情
報
保
護
」
と
い
う
場
合
も
、
自
治
省

は
デ
ー
タ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
し
か
考

え
て
い
な
い
。

そ　
し　
て　
、　「　
日　
本　
の　
住　
民　
管　
理　
シ　
ス　
テ　
ム　

は　
、　
こ　
う　
い　
う　
方　
向　
で　
す　
す　
め　
る　
」　
と　
い　
う　
、　

「　
基　
本　
的　
な　
構　
想　
」　
が　
説　
明　
さ　
れ　
な　
い　
ま　
ま　

（　
住　
民　
の　
同　
意　
を　
得　
な　
い　
ま　
ま　
）　「　
既　
成　
事　
実　

（　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
・　
メ　
ー　
カ　
ー　
か　
ら　
の　
提　
言　
、　

導　
入　
済　
み　
の　
自　
治　
体　
に　
み　
な　
ら　
う　
、　
云　
々　
）　」　

の　
み　
が　
積　
み　
上　
げ　
ら　
れ　
て　
い　
く　
。　

地
方
自
治
否
定
、
画
一
化
政
策

も　
う　
一　
つ　
の　
問　
題　
は　
、　「　
地　
方　
自　
治　
の　
危　

機　
」　
と　
い　
う　
か　
、　
自　
治　
体　
の　
自　
主　
性　
が　
な　
く　

な　
る　
と　
い　
う　
こ　
と　
だ　
。　
現　
在　
の　
「　
住　
民　
基　
本　

台　
帳　
」　
制　
度　
は　
、　
そ　
の　
運　
用　
も　
管　
理　
も　
、　
そ　

の　
自　
治　
体　
に　
ま　
か　
さ　
れ　
て　
い　
る　
「　
固　
有　
の　
地　

方　
自　
治　
」　
の　
一　
部　
と　
し　
て　
動　
い　
て　
い　
る　
。　
こ　

れ　
に　
対　
し　
、　
自　
治　
省　
の　
「　
住　
民　
IC
カ　
ー　
ド　
」　

構　
想　
は　
、　
こ　
の　
地　
方　
自　
治　
の　
歴　
史　
を　
葬　
り　
去　

る　
、　「　
全　
国　
画　
一　
化　
」　
構　
想　
だ　
。　

そ
の
過
程
で
は
、
地
方
自
治
の
主
人
公

で
あ
る
「
住
民
の
判
断
」
は
、「
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
」
と
い
う
美
名
で
、
住
民
が

本
当
に
望
む
制
度
か
ど
う
か
吟
味
さ
れ
な

い
ま
ま
、
背
景
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
で
は
、
全
国
の
知
事
の
半
数
以
上

が
元
自
治
省
官
僚
と
い
う
事
態
と
あ
い
ま

っ
て
、
明
治
の
昔
に
「
知
事
（
県
令
）
は

中
央
政
府
が
任
命
」
し
て
い
た
こ
ろ
の
、

「
地
方
自
治
の
か
け
ら
も
な
い
」
時
代
に
戻

っ
て
し
ま
う
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
自
治
省
は
い
な
が
ら
に
し
て
全
国
民

の
個
人
情
報
を
管
理
収
集
で
き
る
、
ま
さ

に
「
中
央
集
権
」
の
便
利
な
道
具
、
そ
れ

が
「
住
民
カ
ー
ド
」
で
あ
る
、
と
い
う
認

識
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

■
　
お
わ
り
に
あ
た
っ
て

―
各
パ
ネ
ラ
ー
の
感
想
―

石
村
代
表

プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
は　
あ　
く　
ま　
で　

も　
『　
個　
人　
の　
財　
産　
』　
で　
あ　
っ　
て　
、　
国　
家　
や　
自　

治　
体　
の　
も　
の　
で　
は　
な　
い　
、　
さ　
ら　
に　
『　
政　
府　
や　

行　
政　
機　
関　
の　
情　
報　
は　
国　
民　
の　
も　
の　
』　
と　
い　
う　

発　
想　
＝　
政　
策　
の　
確　
立　
が　
必　
要　
だ　
。　

こ　
の　
ま　
ま　
で　
は　
、　
役　
人　
の　
発　
想　
に　
よ　
る　
制　

度　
が　
、　
知　
ら　
な　
い　
間　
に　
、　
実　
現　
し　
て　
し　
ま　
う　
。　

辻
村
委
員

先
日
の
会
談
で
、
自
治
省
の

役
人
は
、
共
通
番
号
に
対
置
さ
れ
る
『
プ

市

民

シ

ン

ポ

報

告
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ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
』
の
発
想
を
も
っ
て
い

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
。

河
村
議
員

国
会
議
員
の
ほ
と
ん
ど
は
、

�
納
税
者
番
号
制
度
は
便
利
で
い
い
の
で

は
�
、
と
の
発
想
だ
。

し
か
し
、
納
税
者
番
号
と
共
通
番
号
の

間
の
大
き
な
ち
が
い
も
わ
か
ら
な
い
。
ま

ず
、
議
員
の
こ
の
意
識
を
変
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
番
号
制
度
が
よ
い
か

ど
う
か
の
前
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
＝
個
人

財
産
と
い
う
発
想
を
育
て
な
い
と
。

白
石
氏

全
国
の
あ
ち
こ
ち
の
自
治
体
で

「
住
民
IC
カ
ー
ド
」
が
導
入
さ
れ
、
気
が
つ

い
た
ら
、「
日
本
中
、
IC
カ
ー
ド
」
社
会
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
方
向
し
か
見
え
て

こ
な
い
。「
政
治
の
ポ
リ
シ
ー
」
が
い
っ
さ

い
な
い
ま
ま
、
「
役
人
の
独
断
専
行
」
だ
け

が
、
既
成
事
実
と
し
て
拡
大
し
て
い
く
、

と
ん
で
も
な
い
状
況
が
あ
る
こ
と
を
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
谷
氏

国
民
自
身
も
、
議
員
も
、
役
人

も
、『
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
な
ら
、

カ
ー
ド
も
い
い
の
で
は
な
い
か
』
と
い
う

発
想
だ
と
思
う
。

そ
れ
な
ら
、
議
員
と
役
人
の
行
動
を
監

視
す
る
IC
カ
ー
ド
を
国
民
が
持
っ
た
ら
ど

う
か
、
と
い
う
発
想
も
で
き
る
。

石
村
代
表

そ
れ
は
い
い
、
ま
ず
は
じ
め

に
自
治
省
の
役
人
の
行
動
を
逐
一
監
視
で

き
る
『
IC
カ
ー
ド
』
を
国
民
主
導
で
発
行
。

そ
し
て
、
毎
月
、
彼
ら
の
行
動
を
評
価

し
、
マ
ス
コ
ミ
に
発
表
す
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
彼
ら
も
『
監
視
社
会
』
の
恐
ろ
し
さ

が
分
か
る
だ
ろ
う
。

■

石
村
代
表
に
よ
る
提
言

国　
会　
議　
員　
や　
マ　
ス　
コ　
ミ　
へ　
の　
強　
い　
働　
き　
か　

け　
が　
必　
要　
だ　
。　
あ　
ら　
ゆ　
る　
行　
政　
事　
務　
に　
使　
わ　

れ　
る　
共　
通　
番　
号　
と　
、　
税　
務　
行　
政　
に　
限　
定　
し　
て　

使　
わ　
れ　
る　
納　
税　
者　
番　
号　
と　
は　
ち　
が　
う　
こ　
と　

を　
、　
し　
つ　
こ　
く　
訴　
え　
な　
い　
と　
『　
便　
利　
で　
い　
い　
』　

と　
い　
う　
答　
え　
に　
な　
っ　
て　
し　
ま　
う　
。　

自
治
省
の
役
人
も
、
こ
の
制
度
（
共
通

番
号
）
を
導
入
し
た
ら
、
10
年
後
20
年
後

の
こ
の
国
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ

ん
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
も
、『
こ
の
制
度
を
導
入
し
た

い
』
と
い
う
こ
と
し
か
な
い
。

た　
だ　
し　
、　
た　
だ　
役　
人　
が　
悪　
い　
、　
と　
い　
う　
だ　

け　
で　
は　
共　
通　
番　
号　
制　
度　
は　
阻　
止　
で　
き　
な　
い　
。　

何　
ら　
か　
の　
『　
対　
案　
』　
を　
用　
意　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　

ら　
な　
い　
。　

役
人
が
法
律
を
作
る
の
で
は
な
く
、
国

民
と
議
員
が
法
律
を
作
る
の
だ
と
い
う
、

原
則
に
立
ち
返
っ
た
運
動
が
必
要
に
な
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
自
治
省
の
共
通
番

号
構
想
に
対
置
さ
れ
る
、『
法
案
』
を
提
案

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、『
包
括
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
創

設
法
案
』
と
い
う
名
称
で
、
行
政
の
個
人

情
報
の
利
用
を
包
括
的
に
規
制
し
、
国
民

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
法
的
に
十
分
に
確
立

す
る
運
動
が
必
要
だ
。

こ
の
よ
う
な
方
向
を
具
体
化
す
る
た
め

に
、
P
I
J
は
、「
行
政
番
号
の
利
用
規
制
」

と
「
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
設
置
の

法
的
規
制
」
、
「
デ
ー
タ
照
合
の
規
制
」
の

三
つ
を
パ
ッ
ク
と
し
た
法
律
の
制
定
（
議

員
立
法
）
に
取
り
組
む
つ
も
り
で
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
共
通
番
号
制
の
問
題

を
理
解
し
て
く
れ
る
議
員
や
、
他
の
市
民

団
体
と
と
も
に
、
は
ば
広
く
、
活
動
を
す

す
め
て
い
き
た
い
。

是
非
、
本
日
参
加
さ
れ
た
み
な
さ
ん
を

は
じ
め
、
大
勢
の
方
々
の
ご
支
援
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
た
い
。

➽

市

民

シ

ン

ポ

報

告

－編集部・事務局からのお知らせ－

・C N Nニューズも、みなさまのご支援のお陰で２年目

を迎えます。「１周年記念号（次号・７号）」は、今話

題の「電子申告」を中心に取り上げ、各国の制度を紹

介します。

もちろん、自治省の住基番号制度の「最終報告」を

めぐる動きも、引き続き掲載します。

みなさまも是非、原稿をお寄せください。

・会費請求のお知らせ

会費の振込用紙を同封しました。

早めのご送金をお願いします。 （た）

パネラーの方々

写真Ｈ

参加した市民のみなさん

写真Ｉ
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他
人
事
で
な
い
、

イ
ギ
リ
ス
の
�
監
視
社
会
化
�

―
イ
ギ
リ
ス
を
反
面
教
師
に
、

ど
う
防
ぐ
わ　
が　
国　
の　

�　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
列　
島　
化　
�　
―　

最
近
、
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
状

況
に
つ
い
て
の
Ｔ
Ｖ
報
道
が
目
に
つ
く
。

ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
局
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ル
ポ
、

イ
ギ
リ
ス
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
特
集
、
わ
が
国
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
、
…
…
。

こ
う
し
た
報
道
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
状
況
が
徐
々
に
悪
化

の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
一
向
に
回
復
の
き
ざ
し

の
見
え
な
い
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
も
と
で
の

犯
罪
の
増
加
、
治
安
対
策
の
強
化
の
必
要

性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
市
民
の
側
も
、

当
局
が
�
身
の
安
全
�
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

に
次
々
と
打
ち
出
す
対
策
を
、
無
批
判
に

受
け
入
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ア
メ
リ
カ
人
記
者
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
�
監
視
社
会
化
�
の
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
、
�

国
民
総
背
番
号
シ
ス
テ
ム

導
入
プ
ラ
ン
、
�

ナ
シ
ョ
ナ
ル
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
・
シ
ス
テ
ム
導
入
プ
ラ
ン
、

�

黙
秘
権
の
制
限
、
�

都
市
全
域
ビ
デ
オ

監
視
シ
ス
テ
ム
導
入
の
拡
大
の
４
つ
を
あ

げ
て
い
た
。

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
動
向
は
、
他
人

事
と
い
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
わ
が
国
の

将
来
を
暗
く
し
な
い
た
め
に
、
�
反
面
教

師
�
と
し
て
十
分
に
状
況
分
析
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

■　
国　
民　
総　
背　
番　
号　
シ　
ス　
テ　
ム　
導　
入　
プ　
ラ　
ン　

Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
報
道
に
よ
る
と
、
現
在
、
イ

ギ
リ
ス
政
府
は
、
国
民
総
背
番
号
（
共
通

番
号
）
シ
ス
テ
ム
導
入
を
ね
ら
っ
て
い
る

と
い
う
。
社
会
保
障
目
的
に
使
っ
て
い
る

現
在
の
「
国
民
健
康
保
険
番
号
（

）
」
を
、
官
民
に

わ
た
り
多
目
的
で
広
く
利
用
す
る
方
法
が

有
力
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

本
来
、
限
定
さ
れ
た
目
的
に
利
用
す
る
べ

き
番
号
シ
ス
テ
ム
を
、
「
拡
大
利
用
」
し
よ

う
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

「
事
実
上
の
国
民
総
背
番
号
（
共
通
番
号
）

シ

ス

テ

ム

（

）
」
を
導
入
し
よ
う
と
い

う
わ
け
だ
。

ア

メ

リ

カ

の

「

社

会

保

障

番

号

（

＝

）」
や
カ

ナ
ダ
の
「
社
会
保
険
番
号
（

＝

）
」
な
ど
が
、
イ
ギ
リ

ス
政
府
が
考
え
て
い
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。

ま
た
、
わ
が
国
の
厚
生
省
・
社
会
保
険
庁

が
現
在
、
多
目
的
利
用
を
前
提
に
創
設
を

急
い
で
い
る
、「
基
礎
（
公
的
）
年
金
番
号
」

も
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
番
号
シ
ス
テ
ム

に
あ
た
る
。

し
か
し
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
国
民

総
背
番
号
（
共
通
番
号
）
シ
ス
テ
ム
導
入

案
に
異
議
を
唱
え
た
機
関
が
あ
る
。
デ
ー

タ

保

護

登

録

官

（

）
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
デ
ー
タ
保
護
登
録
官
は
、

一
九
八
四
年
デ
ー
タ
保
護
法
（

）
の
も
と
で
設
け
ら

れ
た
一
種
の
独
立
行
政
機
関
で
あ
る
。
デ

ー
タ
保
護
法
は
、
官
民
を
問
わ
ず
、
身
元

確
認
の
で
き
る
個
人
情
報
を
自
動
（
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
）
処
理
す
る
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル

の
設
置
者
に
、
登
録
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

デ
ー
タ
保
護
登
録
官
の
主
な
仕
事
は
、

ま
さ
に
、
こ
の
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
運
営
、

登
録
し
た
者
が
デ
ー
タ
保
護
法
を
遵
守
し

て
い
る
か
ど
う
か
の
監
督
、
市
民
か
ら
の

苦
情
処
理
な
ど
で
あ
る
。
事
務
局
は
、
登

録
官
を
ヘ
ッ
ド
に
、
七
〇
人
前
後
の
ス
タ

ッ
フ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
記
者
の
質
問
に
対
し
、
デ
ー

タ
保
護
登
録
官
が
、
政
府
の
総
背
番
号

（
共
通
番
号
）
シ
ス
テ
ム
導
入
プ
ラ
ン
を
、

『
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
冒
と
く
す
る
も

の
』
と
し
て
、
激
し
く
批
判
し
て
い
た
の

が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
記
者

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
多
く
の
識

者
が
、「
こ
の
政
府
プ
ラ
ン
は
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
保
護
の
精
神
に
反
し
、
イ
ギ
リ
ス
を
デ

ー
タ
監
視
社
会
に
し
て
し
ま
う
」、
と
批
判

し
て
い
た
。

一
方
、
対
照
的
な
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

産
業
。
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
、

「
ま
た
と
な
い
、
大
き
な
ビ
ジ
ネ
ス
・
チ
ャ

ン
ス
で
あ
る
」
と
。

こ
の
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
役
人
と
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
産
業
と
が
結
託
し
、
カ
ネ
儲
け
の

た
め
に
�
国
民
デ
ー
タ
監
視
シ
ス
テ
ム
�

の
導
入
に
躍
起
。
記
者
い
わ
く
、「
ま
っ
た

く
国
民
不
在
」
と
結
ん
で
い
た
。
ど
こ
か

の
国
と
状
況
が
非
常
に
似
て
い
る
、
と
思

う
の
だ
が
、
…
…
誤
解
で
あ
ろ
う
か
。

■
ナ
シ
ョ
ナ
ル
Ｄ
Ｎ
Ａ

デ　
ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　
・　
シ　
ス　
テ　
ム　
導　
入　
プ　
ラ　
ン　

�
警
察
は
銃
器
を
携
行
し
な
い
�
、
と

い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
で
あ
る
。
し

か
し
、
最
近
は
、
特
殊
任
務
部
隊
が
創
設

さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
伝
統
が
徐
々
に
反
古

に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ル
ポ
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
、
警
察
の
捜
査
態
勢
の
シ
ス
テ
ム
化

が
急
ピ
ッ
チ
で
す
す
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う　
。　
そ　
の　
一　
端　
と　
し　
て　
、　「　
Ｄ　
Ｎ　
Ａ　
鑑　
定　
」　
が　

広　
く　
採　
り　
入　
れ　
ら　
れ　
て　
き　
て　
い　
る　
と　
い　
う　
。　

遺
伝
子
の
本
体
で
あ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
（
デ
オ

検
証

国

民

背

番

号
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キ
シ
リ
ボ
核
酸
）
は
、
４
種
類
の
塩
基
が

約
3  2  
億
対
な
ら
ぶ
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

も　
ち　
ろ　
ん　
、　
配　
列　
は　
各　
人　
に　
よ　
り　
異　
な　
る　
。　

Ｄ　
Ｎ　
Ａ　
鑑　
定　
で　
は　
、　
こ　
の　
差　
異　
を　
利　
用　
し　
、　

犯　
罪　
現　
場　
に　
残　
さ　
れ　
た　
髪　
の　
毛　
な　
ど　
の　
遺　
伝　

子　
配　
列　
を　
調　
べ　
る　
。　
そ　
し　
て　
、　
容　
疑　
者　
や　
被　

害　
者　
の　
割　
り　
出　
し　
に　
使　
う　
わ　
け　
だ　
。　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
国
民
す
べ
て
か
ら
髪

の
毛
を
強
制
的
に
提
出
し
て
も
ら
い
、
各

人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し

警
察
な
ど
の
政
府
機
関
が
保
有
す
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
・
シ
ス
テ
ム
を
創
っ
て
は
ど
う
か

と
の
提
案
も
あ
る
と
い
う
。

�
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
け
れ
ば
恐
れ

る
こ
と
は
な
い
�
。
確
か
に
そ
の
と
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
す
べ
て
の
Ｄ
Ｎ

Ａ
情
報
を
国
家
管
理
す
る
こ
と
が
尋
常
な

の
か
ど
う
か
？

イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
の
警

察
庁
も
、
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

鑑
定
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
シ
ス
テ
ム
を
ほ
ぼ

完
成
さ
せ
て
い
る
。
現
在
は
、
犯
罪
の
前

歴
者
の
デ
ー
タ
の
み
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ

て
い
る
。
次
は
、
い
か
に
し
て
犯
罪
を
犯

し
て
い
な
い
市
民
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
情
報
を
収
集

す
る
か
の
段
階
ま
で
き
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
・
シ
ス
テ
ム
構
想
に
つ
い
て
、

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ル
ポ
い
わ
く
、「
空
想
が
一
歩
一

歩
、
現
実
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
つ
れ

て
、
人
間
は
徐
々
に
非
人
格
的
な
存
在
に

さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
れ
を
�
科
学

技
術
の
発
展
�
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え

て
、
次
の
世
代
に
責
任
を
負
わ
な
い
態
度

で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
。

む
か
し
ニ
ワ
ト
リ
は
、
庭
先
を
あ
ち
ら

こ
ち
ら
と
歩
き
回
っ
て
餌
を
つ
い
ば
ん
で

い
た
も
の
だ
。
し
か
し
今
は
、
狭
い
ケ
ー

ジ
の
中
で
ム
ダ
な
く
太
ら
さ
れ
た
ブ
ロ
イ

ラ
ー
が
主
流
を
占
め
る
時
代
と
な
っ
た
。

あ
く
な
き
効
率
化
は
、
�
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
羽
毛
の
な
い
ニ
ワ
ト
リ
�
の
開
発

に
す
す
む
か
も
知
れ
な
い
。
最
初
は
気
味

が
悪
く
て
も
、
日
常
化
す
れ
ば
�
非
ニ
ワ

ト
リ
的
�
と
思
っ
て
も
、
じ
き
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
。

Ｄ　
Ｎ　
Ａ　
の　
国　
家　
管　
理　
と　
は　
、　
実　
に　
恐　
ろ　
し　

い　
こ　
と　
だ　
。　
し　
か　
し　
、　
常　
態　
化　
し　
た　
と　
き　
は　
、　

国　
が　
全　
市　
民　
の　
遺　
伝　
子　
操　
作　
権　
を　
持　
つ　
な　

ど　
、　
も　
っ　
と　
恐　
ろ　
し　
い　
こ　
と　
が　
始　
ま　
る　
。　

Ｄ
Ａ
Ｎ
情
報
は
、
生
命
に
直
結
す
る
、

各
人
の
最
も
重
要
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
一

つ
で
あ
る
は
ず
だ
が
…
…
。

■
黙
秘
権
の
制
限

わ
が
国
の
憲
法
で
は
、「
何
人
も
、
自
己

に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
」
（
38

条
１
項
）
と
う
た
っ
て
い
る
。
こ
の
権
利

は
、
一
般
に
「
黙
秘
権
」
と
呼
ば
れ
る
。

か
つ
て
、
わ
が
国
で
は
、
自
白
を
強
要

す
る
た
め
に
、
警
察
署
な
ど
で
拷
問
が
頻

繁
に
行
わ
れ
た
。
黙
秘
権
の
保
障
は
、
ま

さ
に
、
こ
う
し
た
過
去
へ
の
�
反
省
�
の

た
ま
も
の
と
い
え
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
の
黙
秘
権
の
行
使

を
制
限
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
拷
問
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
黙
秘
権
を
行
使
し
た
場

合
に
は
、
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
で
処
罰

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
刑
事
法
の
専
門
家

は
、「
黙
秘
権
の
制
限
は
、
え
ん
罪
の
増
加

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
…
」
と
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ア
メ
リ
カ
人
記
者
は
、「
成
文

憲
法
を
持
た
な
い
国
、
イ
ギ
リ
ス
の
弱
点
」

と
指
摘
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に

憲
法
が
成
文
で
し
っ
か
り
し
て
い
る
国
は

別
」
と
は
い
う
の
だ
が
…
…
。

黙　
秘　
権　
の　
制　
限　
な　
ど　
と　
聞　
け　
ば　
、　
わ　
が　
国　

の　
政　
府　
御　
用　
達　
の　
研　
究　
者　
、　
役　
人　
は　
、　
す　
ぐ　

に　
「　
イ　
ギ　
リ　
ス　
で　
す　
ら　
黙　
秘　
権　
を　
許　
さ　
な　
い　

方　
向　
、　
わ　
が　
国　
で　
も　
…　
」　
な　
ど　
と　
言　
い　
出　
さ　

な　
い　
と　
も　
限　
ら　
な　
い　
。　
い　
ず　
れ　
に　
し　
ろ　
、　
わ　

が　
国　
で　
黙　
秘　
権　
の　
制　
限　
な　
ど　
し　
た　
ら　
、　
�　
疑　

わ　
し　
き　
は　
罰　
す　
る　
�　
こ　
と　
を　
認　
め　
る　
こ　
と　
に　

な　
る　
。　
ひ　
い　
て　
は　
、　
�　
え　
ん　
罪　
大　
国　
・　
日　
本　

�　
を　
復　
活　
さ　
せ　
る　
こ　
と　
に　
も　
な　
り　
か　
ね　
な　

い　
。　
�　
監　
視　
国　
家　
�　
に　
は　
と　
ど　
ま　
ら　
ず　
、　
�　

監　
獄　
国　
家　
�　
の　
出　
現　
に　
も　
結　
び　
つ　
き　
か　
ね　
な　

い　
。　■

都
市
全
域
ビ
デ
オ
監
視
シ
ス
テ
ム

導
入
の
拡
大

わ　
が　
国　
で　
も　
、　
街　
中　
の　
い　
た　
る　
と　
こ　
ろ　
に　

ビ　
デ　
オ　
カ　
メ　
ラ　
を　
設　
置　
し　
、　
市　
民　
を　
監　
視　
す　

る　
こ　
と　
が　
問　
題　
と　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　
と　
り　
わ　
け　
、　

オ　
ウ　
ム　
真　
理　
教　
団　
事　
件　
な　
ど　
を　
契　
機　
に　
、　
地　

下　
鉄　
駅　
構　
内　
な　
ど　
で　
の　
ビ　
デ　
オ　
カ　
メ　
ラ　
に　
よ　

る　
監　
視　
強　
化　
が　
す　
す　
ん　
で　
い　
る　
。　

Ａ　
Ｂ　
Ｃ　
の　
ル　
ポ　
で　
は　
、　
イ　
ギ　
リ　
ス　
の　
あ　
る　

都　
市　
で　
、　
市　
内　
全　
域　
に　
監　
視　
カ　
メ　
ラ　
を　
設　
置　

し　
て　
し　
ま　
っ　
た　
ケ　
ー　
ス　
を　
紹　
介　
し　
て　
い　
た　
。　

Ｎ　
Ｈ　
Ｋ　
ニ　
ュ　
ー　
ス　
�　
お　
は　
よ　
う　
日　
本　
�　
で　

も　
、　
�　
イ　
ギ　
リ　
ス　
に　
監　
視　
都　
市　
出　
現　
�　
と　
い　

っ　
た　
タ　
イ　
ト　
ル　
で　
紹　
介　
し　
て　
い　
た　
。　

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
記
者
の
質
問
に
対
し
、
こ
の

市
の
警
察
幹
部
は
、
「
コ
ス
ト
は
安
い
し
、

犯
罪
の
抑
止
効
果
も
大
き
い
」
と
誇
ら
し

げ
に
答
え
て
い
た
。
ま
た
、
「
わ
が
街
の
ア

イ
デ
ア
を
イ
ギ
リ
ス
全
土
に
拡
大
し
て
い

け
ば
、
…
犯
罪
は
撲
滅
で
き
る
」
と
も
。

し
か
し
、
記
者
の
マ
イ
ク
に
向
か
っ
て
、

一
人
の
中
年
婦
人
が
「
何
も
悪
い
こ
と
を

し
て
い
な
い
の
に
…
…
罪
の
な
い
市
民
を

犯
罪
人
の
よ
う
に
監
視
す
る
な
ん
て
…
、

こ
の
国
は
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
」

と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
の
が
印
象
的
。
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
方
で
は
、
こ
の

監
視
都
市
に
つ
い
て
、
若
干
感
心
し
た
紹

介
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
警
察
署
内
の
モ

ニ
タ
ー
室
で
は
、
警
察
官
と
と
も
に
住
民

の
代
表
も
加
わ
っ
て
、
ビ
デ
オ
の
モ
ニ
タ

ー
を
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
警
察
官
の
行

き
過
ぎ
が
な
い
よ
う
に
、
市
民
が
チ
ェ
ッ

ク
し
よ
う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

ビ
デ
オ
監
視
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
感
心
し

な
い
も
の
で
あ
る
の
は
当
然
。
き
わ
め
て

例
外
的
に
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
設
置

が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
常

に
�
シ
ス
テ
ム
へ
の
市
民
参
加
�
が
保
障

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国

で
は
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
点
で

は
な
い
か
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
で
も
、
警
察
の

息
の
か
か
っ
た
�
隣
り
組
�
が
�
住
民
の

代
表
�
と
い
う
の
で
は
、
逆
に
問
題
と
も

い
え
る
。
い
わ
ゆ
る
「
警
察
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
」
的
な
独
立
し
た
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
を

い
か
に
参
加
さ
せ
る
す
べ
き
か
、
が
大
き

な
課
題
だ
。

■
私
た
ち
市
民
に
は

無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
が
あ
る

�
国
民
総
背
番
号
�
、
�
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
�
、
�
黙
秘
権
の
制
限
�
そ
し

て
�
ビ
デ
オ
監
視
都
市
�
。
い
ず
れ
も
人

権
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
き
わ
め
て
大

き
い
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
、
�
国
民
は
必

ず
悪
い
こ
と
を
す
る
も
の
�
と
い
っ
た
、

性
悪
説
が
根
底
に
あ
る
役
人
の
プ
ラ
ン
だ
。

こ
う
し
た
方
向
性
を
座
視
す
れ
ば
、
確
実

に
�
監
視
社
会
化
�
は
す
す
む
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
ア
メ
リ
カ
人
記
者
は
、
疑
問

を
投
げ
か
け
る
。「
イ
ギ
リ
ス
の
市
民
や
識

者
の　
多　
く　
は　
、　
誰　
し　
も　
毎　
日　
の　
暮　
ら　
し　
の　
中　

で　
は　
�　
無　
罪　
の　
推　
定　
�　
を　
受　
け　
る　
、　
と　
い　
う　

ル　
ー　
ル　
を　
放　
棄　
し　
て　
し　
ま　
っ　
た　
の　
か　
？　
」　
と　
。　

�
犯
罪
の
防
止
�
の
美
名
に
隠
れ
、
イ
ギ

リ
ス
市
民
が
常
に
、
�
有
罪
の
推
定
�
の

ル
ー
ル
の
も
と
で
毎
日
を
送
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
風
潮
に
厳
し
い
批
判
を
浴

び
せ
て
い
た
。

ひ　
る　
が　
え　
っ　
て　
、　
一　
般　
の　
市　
民　
は　
も　
ち　
ろ　

ん　
の　
こ　
と　
、　
役　
人　
や　
国　
会　
議　
員　
に　
至　
る　
ま　
で　
、　

プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
の　
意　
識　
が　
き　
わ　
め　
て　
希　
薄　
な　

の　
が　
わ　
が　
国　
の　
実　
情　
だ　
。　
ま　
た　
、　
こ　
の　
国　
で　

は　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
法　
専　
門　
家　
の　
資　
質　
も　
余　

り　
ほ　
め　
ら　
れ　
た　
程　
度　
に　
は　
な　
い　
。　

役
人
が
す
す
め
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
国
家

管
理
プ
ラ
ン
を
認
め
な
い
た
め
に
も
、
私

た
ち
市
民
は
常
に
、
毎
日
の
暮
ら
し
に
お

い
て
は
、
�
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利

が
あ
る
�
と
い
う
ル
ー
ル
を
堅
持
す
る
こ

と
が
き
わ
め
て
大
事
だ
。

イ
ギ
リ
ス
の
状
況
を
�
反
面
教
師
�
に
、

わ
が
国
の
デ
ー
タ
監
視
に
よ
る
�
収
容
所

列
島
化
�
を
ど
う
防
ぐ
か
、
真
剣
な
検
討

が
必
要
だ
。
次
の
世
代
に
�
負
の
遺
産
�

を
残
さ
な
い
こ
と
は
、
今
の
世
代
に
生
き

る
私
た
ち
に
課
さ
れ
た
責
任
だ
。

長
良
川
河
口
ぜ
き
、
高
速
増
殖
炉
「
も

ん
じ
ゅ
」、
そ
し
て
住
民
番
号
な
ど
を
使
っ

た
国
民
総
背
番
号
…
…
と
、
役
人
に
よ
る

負
の
遺
産
づ
く
り
は
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知

ら
な
い
。「
役
人
は
常
に
有
罪
の
推
定
を
受

け
る
」
と
、
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ

う
な
国
民
不
在
の
政
策
が
続
く
。

一
方
�
国
民
の
代
表
�
と
は
名
ば
か
り

で
、
真
に
立
法
能
力
の
あ
る
国
会
議
員
は

数
え
る
ほ
ど
し
か
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の

�
国
民
の
代
表
�
の
三
分
の
一
近
く
は
元

役
人
で
あ
る
。
行
政
に
頼
ら
な
け
れ
ば
、

満
足
に
政
策
の
立
案
、
法
制
化
も
で
き
な

い
の
が
今
の
立
法
府
だ
。
ま
さ
に
、
国
会

議
員
は
�
役
人
詣
で
の
ロ
ビ
イ
ス
ト
�
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
が
実
情
だ
。

わ　
が　
国　
の　
役　
人　
は　
、　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
に　
よ　
る　

収　
容　
所　
列　
島　
化　
に　
必　
死　
だ　
。　
こ　
れ　
を　
止　
め　
る　

た　
め　
に　
は　
、　
私　
た　
ち　
市　
民　
が　
、　
真　
に　
立　
法　
能　

力　
の　
あ　
る　
者　
を　
数　
多　
く　
国　
会　
に　
送　
り　
出　
す　
こ　

と　
か　
ら　
始　
め　
な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　
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◆
ひ
と
こ
と
◆

規
制
緩
和
と
地
方
分
権
に
抵
抗
し

国
民
総
背
番
号
導
入
に
走
る
役
人

�
規
制
緩
和
�
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、

役
人
の
も
っ
て
い
る
許
認
可
権
限
を
は
ず

し
て
い
く
こ
と
だ
。
ま
た
、
�
地

方

分

権
�
と
は
、
役
人
に
と
り
都
合
の
よ
か
っ

た
中
央
集
権
体
制
を
壊
し
て
い
く
こ
と
だ
。

い
ず
れ
の
政
策
を
す
す
め
る
こ
と
も
、

役
人
に
と
っ
て
は

、
、
、
、
、
、
、

不
都
合
だ
。
し
か
し
、

不
都
合
な
の
は
、
役
人
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
政
策
を
バ
ッ
ク
と
し
て
き
た
政

党
や
政
治
家
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。

住
民
基
本
台
帳
を
基
に
し
た
国
民
総
背

番
号
制
は
、
デ
ー
タ
に
よ
り
国
民
を
規
制

し
て
い
く
こ
と
だ
。
規
制
緩
和
で
許
認
可

権
限
を
失
っ
て
い
く
役
人
、
地
方
分
権
で

権
限
を
失
い
そ
う
な
自
治
省
に
と
り
、
威

信
を
支
え
る
た
め
の
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン

ス
に
な
る
。

制
度
の
導
入
が
で
き
れ
ば
、
市
区
町
村

に
権
限
を
ふ
る
い
、
デ
ー
タ
管
理
セ
ン
タ

ー
と
い
っ
た
天
下
り
先
も
増
え
る
。
ま
た
、

広
域
的
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
な
ど
を
う

た
い
文
句
に
�
地
方
分
権
�
を
風
化
さ
せ

る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
�
こ
ん
な
も

の
い
ら
な
い
、
国
民
総
背
番
号
制
�
の
大

合
唱
が
必
要
な
の
だ
。

（
い
）
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N e t W o r kのつぶやき

インターネットの政府税制調査会の情報にアクセスしたところ。

アドレスは、「http://www.kantei.go.jp/jp/zeicho.html 」。

上のマークはいずれも他のサーバへの移動ボタン。左から、『新着情報』、

『官公庁WWWサーバ一覧』、『官邸からのご案内』、『日本の情報コーナー』、

『首相官邸ホームページ』となっている。

税調のページから『官公庁WWWサーバ一覧』へジャンプしたところ。

アドレスは、「http://www.kantei.go.jp/jp/server-j.html 」。

昨年から日本でも、だいぶ話題に

なっているインターネットをご存じ

だろうか？。この世界最大のコンピ

ュータ・ネットワークには、世界中

の大学や企業のみならず、日本の

国・地方自治体の行政機関も接続さ

れている。

「納税者番号制度」を検討中の政

府税制調査会も、昨年の 1 0月2 5日か

ら、首相官邸のコンピュータを使用

して、インターネットに情報を提供

している。インターネットを通じて、

一般の人も審議内容や資料を閲覧で

きるようになった。

接続ポイントのアドレスは別記の

とおりである。税調では、２カ月分

程度の審議内容を順次、公開してい

くとのことである。

インターネットを利用できる方は、

是非、最新の税調情報を入手して、

審議内容を�監視�していただきた

い。なお、首相官邸のホームページ

では、メールも書き込めるようにな

っている。

残念ながら、自治省の共通番号に

関する情報は、載っていない。

なぜだろうか？

インターネットで政府税調

の 審 議 を � 監 視 � し よ う

税制調査会の審議において出された主な意見

9 5 / 1 2 / 2 1 付　更新分

9 5 / 1 1 / 1 4 付　更新分

9 5 / 1 0 / 2 5 付　更新分

9 5 / 1 1 / 2 2 付　更新分
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